
広
島
県
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
七
号 

広
島
県
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改 

正
す
る
規
則 

広
島
県
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
広
島
県
規

則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

第
六
条 

（
略
） 

            

（
業
務
実
績
等
報
告
書
） 

第
七
条 

法
第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
報

告
書
に
は
、
中
期
計
画
に
定
め
た
項
目
ご
と
に
、
業

務
の
実
績
及
び
当
該
実
績
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行

っ
た
結
果
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

              

第
八
条
・
第
九
条 

（
略
） 

 

（
事
業
報
告
書
の
作
成
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

 
第
六
条 

（
略
） 

 

（
年
度
計
画
の
記
載
事
項
等
） 

第
七
条 

年
度
計
画
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
年
度
計
画
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
は
、
中
期
計
画
に
定
め
た
事
項
に
関
し
、
当
該
事

業
年
度
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
人
は
、
年
度
計
画
を
変
更
し
た
と
き
は
、
法
第

二
十
七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、
変
更
し
た

事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
を
遅
滞
な

く
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
業
務
実
績
等
報
告
書
） 

第
八
条 

法
第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
報

告
書
に
は
、
当
該
報
告
書
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
報

告
書
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
当
該
各
号
に

定
め
る
項
目
ご
と
に
、
業
務
の
実
績
及
び
当
該
実
績

に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
当
該
実

績
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か

に
し
た
報
告
書 

当
該
事
業
年
度
に
係
る
年
度
計

画
に
定
め
た
項
目 

二 

中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中

期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
当
該

実
績
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら

か
に
し
た
報
告
書
並
び
に
中
期
目
標
の
期
間
に
お

け
る
業
務
の
実
績
及
び
当
該
実
績
に
つ
い
て
自
ら

評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書 

中
期
計
画
に
定
め
た
項
目 

 

第
九
条
・
第
九
条
の
二 

（
略
） 

 

（
事
業
報
告
書
の
作
成
） 

第
十
一
条 

（
略
） 



 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一―

五 

（
略
） 

六 

中
期
計
画 

七―
十
五 

（
略
） 

 

（
償
還
計
画
の
認
可
の
申
請
） 

第
二
十
条 
法
人
は
、
法
第
七
十
九
条
の
四
の
規
定
に 

よ
り
償
還
計
画
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、 

事
業
年
度
の
開
始
後
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事 

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
償
還
計
画
の
変
更
の
認
可
を 

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
都
度
提
出
し
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一―

三 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 
 

１ 

（
略
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

（
略
） 

３ 

法
人
の
成
立
の
際
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
法
人
に
出
資
さ
れ
た
財
産
の
う
ち
償
却
資
産
に
つ

い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ

っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

一―

五 

（
略
） 

六 

中
期
計
画
及
び
年
度
計
画 

七―

十
五 

（
略
） 

 

（
償
還
計
画
の
認
可
の
申
請
） 

第
二
十
条 

法
人
は
、
法
第
七
十
九
条
の
四
の
規
定
に 

よ
り
償
還
計
画
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
年
度
計 

画
を
届
け
出
た
後
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を 

記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。
た
だ
し
、
償
還
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け 

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
都
度
提
出
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。 

一―

三 

（
略
） 

 

附 

則 
 

１ 

（
略
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 
（
略
） 

３ 
法
人
の
成
立
の
際
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
法
人
に
出
資
さ
れ
た
財
産
の
う
ち
償
却
資
産
に
つ

い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ

っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 
 


